
4 5

詳細については、配布される「調査表記載案内」をご覧ください。

被扶養者（60歳未満）の年間収入が130万円
（月額平均108,334円）を超えると見込まれるとき

被扶養者が就職したとき
　あなたの扶養からはずれて、勤め先の医療保険に被保険者として加
入します。

　あなたの扶養からはずれて、結婚相手の医療保険に被扶養者として
加入します。

被扶養者であったお子さんが結婚して、
結婚相手に扶養されるとき

被扶養者（60歳以上、または障害者）の年間収入
が180万円（月額平均150,000円）を超えると見
込まれるとき

　あなたの扶養からはずれて、国民健康保険などに被保険者として加
入します。再就職したり年金をもらうようになったり、不動産収入等
があるときは注意してください。

＊健康保険の年間収入とは、税法上の1月～12月や年度の4月～3月な
ど、決まった期間の収入ではありません。連続した12ヶ月間の収入を
いいます。よって、どの連続した12ヶ月間をとっても、❸❹にある130
万円（または、180万円）未満でなければなりません。
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別居している扶養者への送金証明がないとき
　被扶養者が、被保険者の送金により生計が成り立っていることの証
明が必要です。被扶養者の収入額（年金等）以下の送金をしている場
合は、生計維持関係が成り立っていないので認められません。
　あなたの扶養からはずれて、国民健康保険などに被保険者として加
入します。
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75歳以上になったとき
　75歳以上（一定の障害のある方は65歳以上）のすべての方は後期
高齢者医療制度に加入します。
　健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となった場合
は、その被扶養者も健保組合の資格を喪失するため、国民健康保険に
加入することになります。
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被扶養者であった配偶者と離婚したとき

被扶養者が死亡したとき
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退職して、 失業給付 （日額3,562円以上※60歳
以上、または障害者は日額4,932円以上）を受給
中は被扶養者とは認められません

被扶養者からはずれるのはこんなとき

被扶養者の資格要件をご存じですか？
被扶養者となっているご家族の収入を把握していますか？

　下記のような状況変化があったときは、当健保組合の扶養からはずれることになります。手続きは自動的には行わ
れませんので、ご注意ください。
　扶養からはずれることになったら、速やかに当健保組合所定の申請書類を会社の人事担当者に提出してくださ
い。 詳しくは、当健保組合ホームページ「家族の加入・脱退」をご覧ください。
　（http://www.yokogawakenpo.or.jp）

　上記のような理由の方が、扶養削除の手続きがされないまま、被扶養者となっていたケースが毎年行われている被
扶養者調査で多く見られます。
　故意でないにせよ、このような事実が判明した際は、被扶養者ではなかった期間の医療費（7割分）だけでなく、家
族出産育児一時金・付加金や高額療養費などの各種給付金、人間ドックやけんぽ共同健診の健診費等も返還請求
の対象となります。
　扶養条件からはずれた場合は、速やかに扶養削除の手続きをとられるようお願いいたします。

　被扶養者の資格は、無条件に与えられているわけではなく、一定の要件を満たした場合に被扶養者とし
て認定し、医療費などの保険給付を行っています。
　毎年行われている被扶養者調査で、「配偶者の収入は知らない」「遠方にいるので、子供のことはわか
らない」「学生だから130万円を超える収入があるわけがない」といった声を聞きます。
　被扶養者は、被保険者によって生計が維持されていることが必要ですから、被保険者は被扶養者の収
入を把握し、資格要件を満たしていることを意識していただく必要があります。
　また、学生であることが被扶養者の要件ではありません。実際に、学生であっても130万円を超える収
入があったため、扶養削除となるケースが毎年数十件発生しております。
　このように、資格がない人が被扶養者として健康保険に加入した場合、支払う必要のない給付をおこな
うこととなり、皆様からお預かりした大切な保険料を不適切に使うことになります。
　健康保険組合では、国が定めた健康保険法などに基づき、被扶養者の認定を厳正に行っています。
　健康保険組合といたしましても、けんぽだよりや、ホームページで扶養認定要件等を皆様にわかりやす
くお伝えするよう努めてまいりますので、皆様におかれましても、『被扶養者の資格要件』や『健康保険組
合への必要な手続き』について再度ご確認いただきますようお願いをいたします。

●扶養に関するお問い合わせ●　外線：0422-52-5521　担当：品田（内）731-34656/勝俣（内）731-33175

被扶養者の適正な認定について、ご理解とご協力をお願いします

被保険者・被扶養者調査
実施について

　当健康保険組合では、被扶養者認定時に健康保険法に基づいた厳正なる被扶養者資格審査を行っております
が、厚生労働省の指導により被扶養者の資格調査を毎年実施することとなっております。
　平成29年度につきましては、下記要領にて実施しますので、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

《あらかじめ、審査に必要な書類のご準備をお願いいたします》
●パート・アルバイトをしている方は、給与明細書すべて（賞与・感謝金なども含む）。通帳のコピーは原　
　則認めません。
●別居家族への送金証明書すべて。手渡しの場合は、被扶養者として認定できません。
●自営業をしている方は、確定申告書・収支内訳書すべて。必要な場合は、帳簿等も提出していただきます。
●各種年金をもらっている方は、直近の年金振込通知書。

被扶養者の資格があることの証明
となる書類を提出いただく対象者
●配偶者
●20歳以上（平成29年4月1日現
在）、75歳未満（平成29年5月
31日時点）の被扶養者

●氏名・生年月日・現住所・電話番号
などの確認
●収入の確認
●同居・別居の確認
●別居家族への送金の確認

●調査表配布
　平成29年7月から約1ヶ月間
●調査表回収
　各事業所（会社）により異なります
　

被扶養者調査対象者被扶養者調査対象者 調査実施時期調査実施時期調査内容調査内容

対象者は、配偶者と20歳以上（平成28年４月１日現在）の被扶養者（ただし任意継続被保険者を除く） 

就　職 収入増 雇用保険
受給開始 その他 合　計

80 85 10 2 177

収入増 添付書類無
（審査が行えないため） 合　計
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その他

1

送金不足

7 3 15

平成28年度   被扶養者調査表審査後の結果報告

お 知 ら せ

（内訳）

（内訳）

被保険者による
削除件数  

健康保険組合
による不認定件数

被扶養者からはずれるとき、
届出を出しましょう！
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